
管理権原者が複数いる場合は、共同設置する必要があります。
（消防法施行令第4条の2の5）

6項ロ

6項ハ

6項ニ

7項

複合用途で自衛消防組織の設置が必要となった場合は、
対象用途部分のみに設置が必要になります。

5項イ

6項イ

１１階以上に対象用途がある
建物全体で設置対象の延べ面積が１０，０００㎡以上

8項

9項イ

複合
用途

５階以上１０階以下に対象用途がある
建物全体で設置対象の延べ面積が２０，０００㎡以上

11項

12項イ

12項ロ

13項イ
４階以下に対象用途がある

建物全体で設置対象の延べ面積が５０，０００㎡以上
15項

17項

9項ロ

10項

自衛消防組織設置対象防火対象物 （消防法第8条の2の5）（消防法施行令第4条の2の4）

対象用途

1項イ

単体
用途

地階を除く階数が１１以上
延べ面積が１０，０００㎡以上

1項ロ

2項イ

2項ロ

2項ハ
地階を除く階数が５以上１０以下
延べ面積が２０，０００㎡以上

2項ニ

3項イ

3項ロ

4項
地階を除く階数が４以下

延べ面積が５０，０００㎡以上


